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公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派

益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣

人

事

委

益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二

理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の

委
訓
令

口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程

委
告
示

別
職
務
区
分
表
に
関
す
る
告
示
の
一

目

次

委
規
則

益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関

任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関

料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部

週
火
・
金
曜
日
発
行

遣
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
山

員

会

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す山

号 改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…

部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…正

す
る
規
則

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四

…
…
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…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

別
表
第
三
１

大
学
卒
の
項

項
第
六
号
中

を
削
り
、

を

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

別
表
第
三
１

大
学
卒
の
項

次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

地
方
公
共
団
体
金
融

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

第
二
条
第
一
項
第
六
号
か
ら

六

公
益
社
団
法
人
山
口
県

七

一
般
財
団
法
人
山
口
県

八

公
益
財
団
法
人
山
口
県

九

公
益
財
団
法
人
や
ま
ぐ

第
二
条
第
一
項
中
第
十
三
号

第
四
号

中
「

学
医

獣

」
を
「

学
薬

と
し
、

を

と
し
、

を

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
号

等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部

基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十

改
正
す
る
。

第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

機
構

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

日 正
す
る
。

第
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

栽
培
漁
業
公
社

建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

ひ
と
づ
く
り
財
団

ち
産
業
振
興
財
団

を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を

一 学
医
獣

は
く

し
若

」
に
改
め
、

と
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

を
改
正
す
る
規
則

四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

る
。

第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次

同 十 。 に

人

事

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日

管
山

山 口

山
給

の
よ別

県 報

を
次第こ給

（号 外 ）

給
山

給

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の

理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

表
第
一
健
康
福
祉
部
地
域
医
療
推

健
康
福
祉
部
障

害
者
支
援
課

児
童
の
生
活
指
導
及

員

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

五
条
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る

料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則

一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公山

号 号
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
三
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員

進
室
及
び
健
康
増
進
課
の
項
の

び
保
育
を
担
当
す
る
職

一
（
児
童

す
る
者
に

施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に山

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ山

号
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
人
事

布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

と
起
居
を
と
も
に

あ
つ
て
は
、
三
）

参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

地
域
手
当
に
関
す
る
規

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
事

の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同

め
、
同
表
警
察
本
部
の
項
中
「

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四

「
男
女
共
同
参
画
相
談
セ
ン
タ

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

整
監
課
長
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る

館
副
館
長
に
限
る
。
）

「
を

」

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局

を
「
理
事

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
局
長
」

通
運
輸
対
策
室
長
」
を
「
県
史

浦
上
記
念
館
長
に
限
る
。
）

」
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

日
七
号

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

昭
和
四
十
五
年
山
口
県
人
事
委
員

務
部
局
の
項
中
「
調
整
監
」
を

表
選
挙
管
理
委
員
会
の
事
務
部
局

会
計
監
査
官
」
を
「
会
計
監
査
官

災
害
対
策
官

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー
所
長

」
に
改
め
、
「
こ
の
み
園

「
消
費

美
術

も
の
に
限
る
。
）
」
に
、

学
芸
動
物

美
術
館
副
館
長
（
萩
美
術
館
・
浦

学
芸
専
門
監

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
次
長

「

（
昭
和
四
十
年
山
口
県
人
事
委
員

の
項
中
「
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー

に
改
め
、
「
国
体
・
障
害
者
ス
ポ

編
さ
ん
室
長
」
に
、
「
県
民
局
次

に
、
「
美
術
館
長
（
萩
美
術
館
・

男
女
共
同
参
画
相
談
セ
ン公

布
す
る
。

山
口
県
人
事
委
員
会

会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を

副
課
長
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る

の
項
中
「
五
種
」
を
「
四
種
」
に

」
に
改
め
る
。

長
」
を
削
り
、
「
調
整
監
」
を
「

生
活
セ
ン
タ
ー
次
長

館
副
館
長
（
萩
美
術
館
・
浦
上
記

専
門
監

愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

上
記
念
館
副
館
長
に
限
る
。
）

」

調
整
監

会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次

ツ
大
会
局
長
」
を
削
り
、
「
理
事

ー
ツ
大
会
局
次
長
」
を
削
り
、
「

長
」
を
「
美
術
館
長
（
萩
美
術
館

県
民
局
次
長

浦
上
記
念
館
長
に
限
る
。
）

タ
ー
所
長

」

二

次 も改 調副念に の」交・を



平成

山

年 月 日 金曜日

第こ管

山 口 県

山
特

部
を第

報

こ特

（号 外 ）

別
「

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

に
お
い
て
行
う
警
戒
の
作
業

十
九
条
第
二
項
第
十
六
号
ハ
中

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す

殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
九
条
第
一
項
第
十
九
号
に
次
の

ニ

暴
力
団
員
等
か
ら
危
害
を
加

福
津
市附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

表
中

「
和
歌
山
市

岡
山
市

福
津
市

仙
台
市

岡
山
市

号 「
前
項
第
十
九
号
ハ
」
の
下
に
「

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ山 山

号
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
人

よ
う
に
加
え
る
。

え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
を

六
級
地

」

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

六
級
地

」
を

五
級
地

に
改
め
る
。

及
び
ニ
」
を
加
え
る
。

こ
に
公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

口
県
人
事
委
員
会

則事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一

保
護
す
る
た
め
、
そ
の
身
辺
等

こ
こ
に
公
布
す
る
。

同
表
教
育
委
員
会
の
事
務
局
等

全
管
理
監

副
課
長
」
に
改
め

に
限
る
。
）
の
教
育
調
整
監
」

県

民

局

「

美

術

館

「

こ

の

み

園

会
計
管
理
局
の
項
中
「
主
査
（

室
長
」
を
「
室
次
長
」
に
改
め

画
課
、
施
設
調
整
課
及
び
競
技

を
「
せ
と
」
に
、

「

県

民

局

「

美

術

館

く
各
課
に
あ
つ
て
は
課
の
事
務

調
整
監
、
主
幹
」
を
「
企
画
監

病
院
機
構
に
派
遣
さ
れ
る
も
の

を
「
公
益
財
団
法
人
山
口
県
ひ

生
課
の
保
健
福
利
班
長

学
事

管
理
班
長
」
を
「
庁
舎
管
理
班

監
、
主
査
」
に
、
「
広
報
広
聴

秘
書
課
の
主
幹
及
び
主
任
」

「
及
び
民
間
空
港
再
開
推
進
室

管
理
職
員
等
の
範
囲
を

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項

（
昭
和
四
十
二
年
四
月
三
日
に

う
。
以
下
「
財
団
」
と
い
う
。

の
項
中
「
審
議
監

課
長
」
を
「

、
「
課
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の

の
下
に
「
、
主
幹
」
を
加
え
、
「

局
長

次
長

館
長

副
館
長

学
芸
専
門
監

園
長

総
務
課
長

課
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
限

、
「
、
県
史
編
さ
ん
室
」
を
削
り

式
典
課
の
主
幹
（
課
の
事
務
を
総

局
長

次
長

館
長

副
館
長

を
総
括
す
る
も
の
及
び
庁
舎
管
理

（
公
立
大
学
法
人
山
口
県
立
大
学

を
除
く
。
）

副
課
長

人
事
課

と
づ
く
り
財
団
に
」
に
、
「
学
事

文
書
課
の
法
令
班
長
」
に
、
「
財

長
及
び
営
繕
班
長
」
に
、
「
財
政

課
の
広
聴
企
画
班
長
及
び
主
幹
（

を
「
秘
書
課
の
主
査
及
び
主
任

」
を
削
り
、
「
室
次
長

市
町
課

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県

。中
「
主
査
（
人
事
課
に
あ
つ
て
は

財
団
法
人
山
口
県
教
育
財
団
と
い

）
に
派
遣
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、

三

審
議
監

課
長

企
画
監

学
校

並
び
に
」
を
削
り
、
「
及
び
人
事

社
会
教
育
・
文
化
財
課
、
人
権
教

」」
及
び

」
を
削
り
、
同

る
。
）
」
を
「
副
課
長
」
に
改
め

、
「
監
理
課
の
争
訟
班
長

総
務

括
す
る
も
の
に
限
る
。
）

せ
と

」
をに

改
め
、

班
の
も
の
に
限
る
。
）

人
事
課

及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
山
口
県

の
主
幹
、
主
査
」
に
、
「
財
団
に

文
書
課
の
法
令
班
長
」
を
「
給
与

産
管
理
班
長
、
営
繕
班
長
及
び
設

課
の
主
幹
」
を
「
財
政
課
の
調

県
民
相
談
担
当
の
も
の
に
限
る
。

県
史
編
さ
ん
室
の
室
長
」
に
改
め

の
行
政
班
長

交
通
運
輸
対
策
室

規
則

人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）

財
団
法
人
山
口
県
ひ
と
づ
く
り
財

う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を

人
事
課
、
財
政
課
及
び
秘
書
課
を

安班育 表、 企」 の立」厚備整）、の の団い除



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日

行
長
」

工
高

長
」

山 口

こ
山

級
の
よ

県 報

山山
部
を第

（号 外 ）

課
及こ

山
十
四
年
三
月
三
十
日
印
刷

十
四
年
三
月
三
十
日
発
行 副

課
長
」

政
職
給
料
表
級
別
職
務
区
分
表

に
、
「
主
査

指
導
主
事
」
を
「
副
課
長

主
査

指
導
主

等
学
校
事
務
長
」
に
改
め
、
同

に
、
「
企
画
監

調
整
監
」
を
「
企
画
監

調
整
監

の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

口
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一

別
職
務
区
分
表
に
関
す
る
告
示

う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処

口
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

七
条
の
表
事
務
局
次
長
の
項
中

附

則

び
学
校
安
全
・
体
育
課
の
主
査

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月

口
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

山

四
級
の
項
中
「
主
査

旅
券
セ
ン
タ
ー
次

事
」
に
、
「
田
布
施
農
業
高
等

表
六
級
の
項
中
「
交
通
運
輸
対
策

に
改
め
、
「
東
京
事
務
所
次
長

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号（
昭
和
六
十
年
山
口
県
人
事
委
員

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を山

務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

程
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
人

「
主
査
」
を
「
主
幹
」
に
改
め
る

（
課
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号

庁事
口
県
人
事
委
員
会

長
」
を
「
副
課
長

主
査

旅
券
セ
ン
タ
ー
次

学
校
事
務
長
」
を
「
田
布
施
農

室
長
」
を
「
県
史
編
さ
ん
室

」
を
削
り
、
「
県
民
局
次
長

山
口
き
ら
ら
博

会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

口
県
人
事
委
員
会

令事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一

。 限
る
。
）
」
を
削
る
。

局

中

一

般

同
表
八
級
の
項
中
「
観
光
交
流

「
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大

公
安
職
給
料
表
級
別
職
務
区

記
念
公
園
管
理
事
務
所
長
」
を

園
長
」
を
削
り
、
「
ダ
ム
管
理

「
教
育
調
整
監

調
整
監

」
を
「
教
育
調

調
整
監

副
課
長

等
学
校
事
務
長
」
に
改
め
、
同

局
長
」
を

観
光
交
流
局
長

会
局
長
」
を
削
る
。

分
表
五
級
の
項
中
「
災
害
対
策
官

「
東
京
事
務
所
次
長

美
術
館
副
館
長

県
民
局
次
長

」
に
改
め
、

事
務
所
長
」
を
「
山
口
き
ら
ら
博

ダ
ム
管
理
事
務

整
監

」
に
、
「
田
布
施
農
業
高
等

表
七
級
の
項
中
「
国
体
・
障
害
者

「
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
局

」
に
改
め
、
同
表
九
級
の
項

」
を
削
る
。

「
美
術
館
副
館
長
」
及
び
「
こ
の

記
念
公
園
管
理
事
務
所
長

所
長

」
に

学
校
事
務
長
」
を
「
田
布
施
農
工

ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
次
長
」
を
削
り

長

四

中 み、高、


